
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１　保護の種類

(1) 生 活 扶 助    衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの

(2) 教 育 扶 助    義務教育に伴って必要な教科書、その他の学用品等

(3) 住 宅 扶 助    住居の提供、家屋の補修費

(4) 医 療 扶 助    診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術その他の治療等

(5) 介 護 扶 助    高齢者に対する居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等

(6) 出 産 扶 助    出産に必要な経費

(7) 生 業 扶 助    生業に必要な資金、器具、技能の修得費等

(8) 葬 祭 扶 助    葬祭に必要な経費

２　保護の状況

25 年 度 26 年 度 増 減 保 護 費 割 合

世 帯 38,419 39,022 603

人 員 49,955 50,163 208

世 帯 34,404 34,858 454

人 員 44,320 44,474 154

世 帯 1,973 1,798 ▲ 175

人 員 2,851 2,619 ▲ 232

世 帯 8,579 8,961 382

人 員 8,742 9,128 386

世 帯 38,814 39,545 731

人 員 48,432 48,942 510

世 帯 2 1 ▲ 1

人 員 2 1 ▲ 1

世 帯 1,153 1,116 ▲ 37

人 員 1,260 1,292 32

世 帯 68 70 2

人 員 68 70 2

世 帯 7 7

人 員 7 7

世 帯 123,412 125,371 1,959

人 員 155,630 156,689 1,059

世 帯 - - -

人 員 - - -

6,871,353 100.00

3.147

48.097

11.053

18,123

36.442

0.472

0.004292

施 設 事 務 費

小 計

　生活保護法は憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、

その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を

助長することを目的としています。

第２　生　活　保　護

合 計

▽扶助別保護状況

99.736

0.264

6,853,230

生 業 扶 助

葬 祭 扶 助

医 療 扶 助

23,878

11,640

0.004

0.347

0.169

就労自立給付金

759,500

32,443

216,267

3,304,885

246

住 宅 扶 助

教 育 扶 助

介 護 扶 助

出 産 扶 助

　平成26年度における保護状況は、延べ保護世帯数42,478世帯（実世帯月平均3,540世帯）、
延べ保護人員数54,374人（実人員月平均4,531人）で、前年と比較し増加しています。
  保護率は、1,000人当たり月平均19.45人（県月平均22.93人）であり、県内16福祉事務所の
中で6番目に低い保護率となっています。

扶 助 別 区 分
26 年 度世帯･人員の前年度比較（延）

生 活 扶 助 2,504,079
千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 

千円 ％ 



３　地区別保護の状況

保 護 率 前 年 度 末
‰ 保 護 率 ‰

三 八 城 6,278 12,704 316 394 31.01 30.02

長 者 5,582 11,771 182 239 20.30 20.17

柏 崎 5,203 10,507 248 308 29.31 31.91

吹 上 4,966 10,704 226 298 27.84 29.89

小 中 野 4,495 9,168 303 351 38.29 37.52

湊 5,341 11,953 218 285 23.84 24.11

白 銀 5,136 11,444 176 226 19.75 21.76

鮫 3,464 7,677 82 99 12.90 12.42

南 浜 1,243 3,003 18 21 6.99 7.47

根 城 5,495 11,881 178 290 24.41 20.19

下 長 7,811 17,830 144 205 11.50 10.39

是 川 2,033 4,625 63 79 17.08 18.06

市 川 5,644 12,417 105 137 11.03 10.19

上 長 4,592 10,584 59 88 8.31 8.24

館 1,637 3,856 36 37 9.60 10.86

豊 崎 701 1,787 9 9 5.04 5.43

大 館 7,052 15,804 194 221 13.98 14.25

江 陽 2,709 5,567 135 167 30.00 28.44

白 銀 南 4,816 11,049 137 183 16.56 16.58

田 面 木 2,717 5,836 93 127 21.76 21.71

根 岸 4,150 9,770 54 76 7.78 7.95

東 6,610 14,663 222 282 19.23 18.15

中 居 林 2,977 6,637 88 122 18.38 17.38

白 山 台 3,574 9,574 39 45 4.70 4.31

南 郷 2,184 5,595 60 73 13.05 12.40

そ の 他 - - 133 133 - -

計 106,410 236,406 3,518 4,495 19.01 18.89

※保護率(‰ ﾊﾟｰﾐﾙ)＝保護人員÷人口×1,000

  地区名の｢その他｣は、老人施設・法第73条の該当者を地区としたものです｡

  本市の都市構成を大別すると、旧市内を主体とした商業地域と港湾及び工業地域を

含めた漁業地域と周辺部の農業地域から成り立っています。

  保護率を地区別にみると、最も高いところは、小中野地区の 37.52パーミル、最も

低いところは白山台地区の4.31パーミルとなっており、おおむね漁業地域や商業地域

で高く、農業地域では低くなっております。

（27.4.1現在）

地 区 世 帯 数 人 口 保 護 世 帯 保 護 人 員



４　被保護世帯の労働力類型の推移

　▽労働力の類型の推移

　▽被保護世帯と人員の推移(月平均)

　　被保護世帯の労働力類型は、非稼働世帯が90％以上と高い水準で推移しておりますが、これ
　は、高齢者世帯、障害者世帯、傷病者世帯が世帯類型の多数を占めていることによります。
　　しかしながら、就労支援相談員を配置するなど、稼働能力のある世帯の再就職へ向けた取り
　組みを強化した結果、稼働世帯の割合は増加の傾向にあります。
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世帯数 人員 世帯数 人員

H20 399 8 25 367 522 238 312

H21 530 14 41 484 699 260 333

H22 573 17 37 511 697 295 342

H23 499 21 26 456 623 332 410

H24 444 16 29 395 539 334 433

H25 417 10 23 385 521 303 367

H26 399 14 30 362 495 311 397

５　年度別保護の開始・廃止の状況

▽保護の開始理由（平成26年度） ▽保護の廃止理由（平成26年度）

開      始 廃     止
年  度 申請件数 取下件数 却下件数

世帯主・世帯員の傷病によるものが
26.0％、傷病以外の収入減・喪失によるも
のが37.8％と多数を占めています。

高齢者世帯の増加を背景に、廃止理由の
４割以上が死亡によるものとなっていま
す。

94世帯, 

26.0% 

7世帯,  

1.9% 

90世帯, 

24.9% 

137世帯, 

37.8% 

34世帯, 

9.4% 

保護開始 

世帯 

362世帯 

142世帯, 

45.7% 

42世帯, 

13.5% 

27世帯, 

8.7% 

16世帯, 

5.1% 

84世帯, 

27.0% 

保護廃止 

世帯 

311世帯 

世帯主・世帯員
の傷病 

働いていた者の 

死亡、離別 

定年、失業、老齢等 
による就労収入の減 

傷病以外の 

収入減・喪失 

その他 
その他 

死亡・失そう 

年金・仕送り 

等の増加 

就労収入 

の増加・取得、 

働き手の転入 

親類・縁者等

の引き取り等 
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61
40
3

1,
30
4

0
15

1
3,
91
5

平
川
市

41
8

53
2

16
.2
7

つ
が
る
市

59
0

73
5

21
.0
2

下
北
地
方

33
1

49
7

28
.7
7

注
：
保
護
率
算
出
の
基
礎
人
口
は
平
成
2
6
年
4
月
1
日
現
在
の
推
計
人
口
に
よ
る
。
（
数
値
は
、
累
計
の
各
項
目
を
1
2
分
の
1
と
し
た
。
）

上
北
地
方

1,
11
0

1,
45
5

19
.8
3

西
北
地
方

80
1

1,
06
9

23
.9
9

三
戸
地
方

89
4

1,
14
8

12
.3
0

東
地
方

34
2

42
6

18
.0
8

中
南
地
方

78
5

98
3

19
.9
2

1,
30
2

1,
72
6

29
.3
7

三
沢
市

42
4

51
5

12
.8
9

む
つ
市

五
所
川
原
市

1,
25
5

1,
58
6

28
.3
9

十
和
田
市

87
1

1,
06
2

16
.6
2

八
戸
市

3,
54
0

4,
53
1

19
.4
5

黒
石
市

53
4

65
4

19
.0
6

18
.5
1

青
森
市

6,
75
0

8,
87
9

30
.5
6

弘
前
市

3,
74
7

4,
60
8

25
.8
3

県
合
計

郡
部
合
計

4,
26
3

5,
57
8

市
部
合
計

19
,
43
1

24
,
82
8

23
,
69
4

30
,
40
6

24
.2
8

医
療
扶
助

生
業
扶
助

葬
祭
扶
助

生
活
扶
助

出
産
扶
助

22
.9
7

被
保
護
世
帯
・
人
員
及
び
保
護
率

扶
助
別
保
護
世
帯
及
び
人
員
（
月
平
均
）

住
宅
扶
助

教
育
扶
助

介
護
扶
助

７
　
福
祉
事
務
所
別
被
保
護
世
帯
・
人
員
（
月
平
均
）
及
び
保
護
率

扶
助
別
計

（
平
成
2
6
年
度
）


